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介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
制
度
復
活
を
求
め
る
意
見
書

厚
生
労
働
省
は
、
団
塊
の
世
代
が
高
齢
化
を
迎
え
る
ま
で
に
、
毎
年
七
万
人
の
介
護
福
祉
士
が
必
要
で
あ

る
と
の
試
算
を
発
表
し
て
い
る
が
、
介
護
福
祉
士
を
目
指
す
生
徒
の
激
減
に
よ
り
、
介
護
福
祉
士
を
養
成
す

る
大
学
・
短
期
大
学
並
び
に
専
門
学
校
の
定
員
充
足
率
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
著
し
い
定
員
割
れ
が
生
じ

て
い
る
。

厚
生
労
働
省
の
試
算
の
と
お
り
、
今
後
、
多
く
の
介
護
福
祉
士
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
自
明
の
理

で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ま
推
移
す
る
と
介
護
福
祉
士
の
不
足
に
よ
り
、
我
が
国
の
高
齢
化
社
会
の
将
来
図
は
、

ま
っ
た
く
実
現
で
き
な
い
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
中
、
若
い
人
材
の
福
祉
・
介
護
分
野
へ
の
参
入
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
か
ら

平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
、
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
制
度
が
実
施
さ
れ
、
大
分
県
内
で
は
本
制
度

を
利
用
し
た
卒
業
生
の
ほ
と
ん
ど
の
者
が
県
内
の
社
会
福
祉
施
設
等
に
就
職
す
る
な
ど
、
介
護
福
祉
士
の
養

成
及
び
若
年
層
の
雇
用
創
出
に
寄
与
し
て
お
り
、
本
制
度
が
終
了
し
た
現
在
で
も
、
利
用
を
希
望
す
る
学
生

が
後
を
絶
た
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
介
護
福
祉
士
の
質
・
量
の
確
保
と
い
う
点
で
、
本
制
度
が
い
か
に
時
宜
を
得
た
も
の

で
あ
っ
た
か
証
明
し
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
国
の
全
額
負
担
に
よ
り
本
制
度
が
復
活
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
議
会
議
長

志

村

学

衆

議

院

議

長

殿

参

議

院

議

長

平

田

健

二

殿

内

閣

総

理

大

臣

野

田

佳

彦

殿

財

務

大

臣

城

島

光

力

殿

厚

生

労

働

大

臣

三

井

辨

雄

殿


